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前 書 き 

貸切バス事業は、観光バスとしてのサービスのほか、団体輸送、イベント輸送等の様々なニ

ーズに対応し、近年では、貸切バスを利用した格安の募集型企画旅行や、いわゆるツアーバス、

インバウンド観光などの進展等、身近な輸送手段として、その利用者も内外に幅広いものとな

っている。 

総務省では、貸切バス事業について、「貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視」を

実施し、平成 22年 9 月に①行政処分の実効性の確保、交替運転者の配置基準の見直しなど貸切

バス事業における安全確保対策の徹底、②届出運賃の収受実態の把握、公示運賃の検証・設定、

③旅行業者に対する指導の徹底などを内容とする勧告をしたところである。 

その後、国土交通省において、①行政処分の基準の明確化、交替運転者の配置基準の見直し、

②新たな運賃・料金制度の適用、③旅行業者・貸切バス事業者間の契約における書面取引の義

務化などの措置がなされ、安全確保のための取組が進められているところであるが、近年にお

いても、平成 28年 1 月に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を始め、貸切バスによる重

大事故が発生している。 

この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、貸切バスの安全確保対策を推進する観

点から、貸切バス事業者及び旅行業者の法令遵守状況、これら事業者に対する指導・監督状況

等を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 
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